
給与支払報告書（写）の公開について 

・給与支払報告書とは、個人住民税の基礎資料となるもので、地方税法第 317 条の 6の規定に基づき、給与支払者が各職員の住所地の市町村長に提出するものです。 

・公開にあたっては、記載事項の多くが個人情報であるため、マスキング部分が多くなっていますが、給与支払報告書の検査等については、マスキングをしていない原本で実施しています。 

 

 ＜マスキング前＞ ＜マスキング後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


